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恩
赦
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
五
月
に
皇
位
の
継
承
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
、
恩
赦
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
連
し
、

一

平
成
の
時
代
に
入
っ
て
以
降
、
昭
和
天
皇
の
御
大
喪
、
今
上
天
皇
の
御
即
位
、
皇
太
子
殿
下
の
御
結
婚
の
際
に
、
恩
赦
が

実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
恩
赦
は
、
立
法
及
び
司
法
の
行
為
を
一
部
覆
す
行
為
で
あ
り
、
権
力
分
立
原
則
に
反
す
る
と
考
え
ら

れ
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
許
さ
れ
る
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

政
令
恩
赦
の
内
容
に
関
し
て
、
内
閣
が
政
治
的
考
慮
に
よ
り
恣
意
的
な
決
定
を
し
た
よ
う
な
場
合
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
制
度

が
な
い
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
政
府
の
見
解
を
お
示
し
さ
れ
た
い
。

三

平
成
二
年
十
一
月
の
即
位
の
礼
に
当
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
恩
赦
で
は
、
政
令
恩
赦
と
し
て
復
権
令
の
対
象
と
な
っ
た
者
が

約
二
百
五
十
万
人
、
特
別
基
準
恩
赦
を
得
た
者
が
、
特
赦
二
百
六
十
七
人
、
減
刑
七
十
七
人
、
刑
の
執
行
免
除
十
人
、
復
権

四
十
四
人
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
年
五
月
の
皇
位
継
承
に
際
し
て
は
、
ど
れ
く
ら
い
の
規
模
で
恩
赦
が
実
施
さ
れ
る

と
見
込
ま
れ
る
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

平
成
二
年
十
一
月
の
即
位
の
礼
に
当
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
恩
赦
で
は
、
復
権
令
の
対
象
に
、
同
年
の
衆
議
院
議
員
選
挙
の

違
反
で
罰
金
刑
を
受
け
た
約
四
千
三
百
人
が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、
「
政
治
恩
赦
」
と
の
批
判
が
あ
っ
た
。
本
年
五
月
の
皇

一



位
継
承
に
際
し
て
は
、
恩
赦
の
対
象
に
、
公
職
選
挙
法
違
反
の
罪
を
含
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

犯
罪
被
害
者
の
感
情
に
配
慮
す
れ
ば
、
被
害
者
の
い
る
よ
う
な
犯
罪
は
恩
赦
の
対
象
に
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、

政
府
の
見
解
如
何
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
恩
赦
制
度
は
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
あ
り
廃
止
す
べ
き
と
の
意
見
に
対
す
る
政

府
の
見
解
を
あ
わ
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

恩
赦
制
度
を
廃
止
す
る
場
合
に
は
、
憲
法
改
正
が
必
要
と
な
る
か
ど
う
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
罪
や
刑
罰
を
定
め
て
一
律
に
行
う
大
赦
は
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
二
世
の
即
位
や

チ
ャ
ー
ル
ズ
皇
太
子
の
結
婚
の
際
に
も
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
か
つ
て
は
大
統
領
選
の
後
に
大
規

模
な
恩
赦
を
実
施
し
て
い
た
が
、
二
〇
〇
七
年
の
大
統
領
選
挙
以
降
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
八
年
の
憲

法
改
正
に
よ
り
、
大
統
領
が
実
施
す
る
恩
赦
は
、
個
別
に
行
う
も
の
の
み
に
限
定
さ
れ
集
合
的
に
行
う
こ
と
は
で
き
な
く

な
っ
た
。
こ
う
し
た
先
進
国
の
事
例
に
照
ら
せ
ば
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
恩
赦
制
度
を
存
続
さ
せ
る
場
合
に
も
個
別
恩
赦

以
外
の
大
規
模
な
恩
赦
は
行
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
お
示
し
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


